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青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
八
号

地
方
税
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
七
百
条
の
六
の
四
第
一
項
前
段
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
者
に
つ
き
弘
前
県
税
事
務
所
長
が
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
し
た
の

で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
十
四
条
の

二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

地
方
税
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
七
百
条
の
六
の
四
第
一
項
前
段
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
者
に
つ
き
む
つ
県
税
事
務
所
長
が
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
し
た
の

で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
十
四
条
の

二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の

氏

名

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

の
所
在
地

指

定

年
月
日

有
限
会
社
設
備
技
研
オ

サ
ナ
イ

小
山
内

隆

弘
前
市
大
字
土
堂
字
長
瀬
二
五
二

の
二

平
成

��･

��･

�

氏
名
又
は
名
称

代
表
者
の

氏

名

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

の
所
在
地

指

定

年
月
日

田
村
商
事
株
式
会
社

田
村

美
保

下
北
郡
大
畑
町
大
字
大
畑
字
湊
村

八
八

平
成

��･

��･

�

�
�
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青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百

四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年
十
月
十
日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概

要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
カ
エ
薬
局
勝
田

医
療
法
人
盛
ハ
ー
ト
・
ク
リ
ニ
ッ
ク

青
森
市
勝
田
二
丁
目
九
の
一
一

青
森
市
奥
野
一
丁
目
一
の
九

平
成
��

･

��･

��

〃

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年

月

日

お
り
ー
ぶ
薬
局

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
北
平
一
一
〇
の
一
七

平
成
��･

��･

��

伊
藤
忠
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24―
６

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

同
左

収
去
場
所

イ
ト
ー
チ
ュ
ー
マ
ザ
ー

ノ
ー
サ
ン
印
子
豚
育
成
用

配
合
飼
料

ス
パ
ー
ト
Ｇ

Ｎ
Ｈ
牛
肥
育
仕
上
用

日
清
丸
紅
印
子
豚
用
配
合

飼
料
ハ
ー
ブ
ロ
ー
ド

イ
ト
ー
チ
ュ
ー
Ｆ
Ａ
16

飼
料
の
名
称

15.10

15.10

15.9

15.9

15.10

製造年月

16.2

15.6

12.9

16.7

15.0 ％

粗たん白質

試
験

結
果

の
概

要

4.9

3.2

5.0

4.8

6.3 ％

粗脂肪

3.43

0.58

0.61

0.44

4.25 ％

カルシウム

0.59

0.47

0.40

0.40

0.49 ％

リン

3.4

2.6

4.7

2.7

3.2 ％

粗繊維

11.6

3.8

4.2

3.6

12.8 ％

粗灰分

― ― ― ― ― ％

揮
塩基
発
性窒
性
素

― ― ― ― ― ％

水溶性窒素

― ― ― ― ― ％
ン シ プ ペ

率 化 消

―

77.2

76.8

79.2 ― ％

ＴＤＮ

2,770 ― ― ―

2,890

kcal� ㎏

ＭＥ

11.4

13.8

13.3

13.8

11.3

水
分
％

そ
検
の他の
査

粗
た
ん
白
質

0.3％
不
足

違反の内容
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注

試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
、
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析

結
果
を
示
し
、
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
グ
リ
ー
ン
シ
テ
ィ

三

代
表
者
の
氏
名

富
岡

敏
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
大
字
根
城
九
丁
目
二
二
の
一
八

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
化
石
燃
料
に
頼
ら
ず
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
太
陽
の
恵
み
で
あ
る
太
陽
光
・
風
力
・

バ
イ
オ
マ
ス
等
の
活
用
に
よ
り
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
目
指

す
と
と
も
に
、
捨
て
る
も
の
の
無
い
ゼ
ロ
・
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
自
立
し
た
資
源
循
環
型
社
会
を
実

現
す
る
た
め
、
資
料
収
集
、
普
及
啓
発
活
動
、
政
策
提
言
な
ど
を
行
う
こ
と
、
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
育
み
、
市
民
事
業
の
振
興
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
広
く
地
域
社

会
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
二
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
資
源
循
環
型
社
会
発
信
地
域
創
造
グ
ル
ー
プ

三

代
表
者
の
氏
名

柏
谷

弘
陽

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
橋
本
二
丁
目
一
四
の
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
、
再
生
資
源
化
、
処
分
等
に
関
し
、
こ
れ
ら
の
減
量
及

び
十
分
な
利
用
等
の
促
進
を
行
う
と
と
も
に
、
地
球
環
境
へ
の
有
害
物
質
の
、
検
査
及
び
不
法
な

投
棄
を
防
止
す
る
た
め
の
監
視
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
資
源
循
環
型
社
会
の
健
全
な
育
成
を

は
か
り
、
地
球
環
境
の
保
全
及
び
人
類
の
幸
福
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

歯
科
技
工
士
試
験
の
施
行

平
成
十
六
年
歯
科
技
工
士
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
歯
科
技
工
士
法
施
行
規
則

(

昭

和
三
十
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

学
説
試
験

平
成
十
六
年
三
月
三
日

(

水)

実
地
試
験

平
成
十
六
年
三
月
四
日

(

木)

２

場
所

青
森
市
大
字
三
内
字
稲
元
一
二
二
の
二

青 森 県 報��������	�
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青
森
歯
科
技
工
士
専
門
学
校

二

受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
十
六
年
一
月
十
九
日

(

月)

か
ら
同
月
二
十
三
日

(

金)

ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る

場
合
は
同
月
二
十
三
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
課
健
康
危
機
対
策
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
用
紙
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
課
健
康
危
機
対
策
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
交

付
す
る
。

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
青
森
県
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
課
健
康
危
機
対
策
グ
ル
ー
プ

(

電
話
〇
一
七
―
七
三
四
―
九
二
八
四)
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

原
子
建
装

二

氏
名

原
子

孝
之

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
西
滝
一
丁
目
二
一
の
二
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
四)

第
一
〇
〇
一
三
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
十
一
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
十
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
尾
川
冷
熱

二

代
表
者
の
氏
名

尾
川

忠

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
東
七
丁
目
六
の
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
二)

第
九
八
〇
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
十
一
月
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
十
一
月
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

田
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十

七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

斉

藤

剛

青 森 県 報平成15年11月25日 火曜日 第2256号 �

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

原
田

一
實

北
津
軽
郡
金
木
町
大
字
嘉
瀬
字
端
山
崎
一
七

六
の
四

平
成

��

･

��･

��就
任



� �

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
砂

土
路
川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日上

北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

山

口

真

誉

青 森 県 報��������	�
 ��
 第2256号�

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

棟
方

兼
夫

中
谷

肇

沢
田

茂

佐
藤

佐
太

青
山

恭
一

工
藤

清
治

境
谷

博
顕

小
松

誠

泉
谷

信
治

長
利

嘉
市
郎

阿
部

喜
代
春

原
田

一
實

佐
々
木

茂
則

中
谷

肇

大
川

賢
一

小
寺

弘
美

小
野

利
正

佐
藤

佐
太

阿
部

喜
代
春

泉
谷

信
治

其
田

茂

長
利

嘉
市
郎

棟
方

兼
夫

〃

〃

大
字
喜
良
市
字
中
富
田
三

五〃

〃

大
字
川
倉
字
林
下
七
八
の

一〃

〃

大
字
嘉
瀬
字
雲
雀
野
九
六

の
一

五
所
川
原
市
大
字
川
山
字
森
内
三
一
一
の
四

北
津
軽
郡
中
里
町
大
字
尾
別
字
湯
島
一
二
二

の
一

〃

〃

大
字
中
里
字
亀
山
六
三
一

五
所
川
原
市
大
字
一
野
坪
字
坪
実
八
六
の
三

北
津
軽
郡
中
里
町
大
字
大
沢
内
字
海
原
六
〇

〃

金
木
町
大
字
喜
良
市
字
千
苅
一
六

七
の
九

〃

中
里
町
大
字
深
郷
田
字
富
森
一
五

二
の
三

五
所
川
原
市
大
字
長
富
字
鎧
石
一
〇
一
の
二

北
津
軽
郡
金
木
町
大
字
嘉
瀬
字
端
山
崎
一
七

六
の
四

〃

中
里
町
大
字
高
根
字
小
金
石
八
六

八
の
一

〃

金
木
町
大
字
川
倉
字
林
下
七
八
の

一〃

中
里
町
大
字
大
沢
内
字
海
原
二
一

の
四

〃

〃

大
字
薄
市
字
花
持
三
六
六

の
五

五
所
川
原
市
大
字
一
野
坪
字
緑
石
一
九
の
一

〃

大
字
川
山
字
森
内
三
一
一
の
四

〃

大
字
長
富
字
鎧
石
一
〇
一
の
二

北
津
軽
郡
金
木
町
大
字
喜
良
市
字
千
苅
一
六

七
の
九

五
所
川
原
市
大
字
下
岩
崎
字
葛
ノ
森
三
八
の

一北
津
軽
郡
中
里
町
大
字
深
郷
田
字
富
森
一
五

二
の
三

〃

金
木
町
大
字
喜
良
市
字
中
富
田
三

五

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��

･

��･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃

立
崎

賢
治

佐
々
木

君
信

佐
藤

喜
美
男

大
久
保

芳
樹

芋
田

幸
弘

斗
沢

義
光

仁
和

文
雄

山
端

敏
行

中
野

均

山
端

勝

野
村

武
美

田
高

忠
美

宮
本

正
志

妻
神

忠
政

母
良
田

俊
徳

田
浦

吉
喜

芋
田

幸
弘

山
端

健
一

十
和
田
市
大
字
立
崎
字
堤
尻
五
三

〃

大
字
洞
内
字
前
田
六
二
の
二

〃

大
字
大
沢
田
字
芋
久
保
六
七
の
二

〃

〃

字
下
モ
山
一
五
の
四

〃

大
字
洞
内
字
山
崎
一
〇
〇
の
一

〃

大
字
八
斗
沢
字
八
斗
沢
三
四
の
二

〃

大
字
大
沢
田
字
前
田
二
八
の
一

〃

大
字
八
斗
沢
字
家
ノ
下
六
三
九
の

一〃

大
字
洞
内
字
家
ノ
向
二

〃

大
字
大
沢
田
字
葉
ノ
木
谷
地
六
の

二上
北
郡
上
北
町
大
字
大
浦
字
山
添
二

十
和
田
市
大
字
大
沢
田
字
早
坂
二
九

〃

〃

字
大
沢
田
五

〃

大
字
立
崎
字
立
崎
二

〃

大
字
大
沢
田
字
早
坂
二
七
の
一

〃

〃

〃

九
の
一

〃

大
字
洞
内
字
山
崎
一
〇
〇
の
一

〃

大
字
大
沢
田
字
葉
ノ
木
谷
地
五
の

四

平
成

��

･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

�退
任

〃〃
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

弘
前
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
三
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
弘
前
県
土
整
備
事
務
所
及
び
浪

岡
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

弘
前
県
土
整
備
事
務
所
長

米
内
山

満

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
十
一
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
及
び

十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
長

清

藤

栄

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
十
二
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
及
び

十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
長

清

藤

栄
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〃〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

仁
和

文
雄

野
村

政
幸

佐
々
木

君
信

立
崎

賢
治

大
久
保

芳
樹

山
端

敏
行

中
野

均

斗
沢

春
雄

佐
藤

喜
美
男

簗
場

登
喜
男

妻
神

忠
政

大
下
内

均

〃

〃

字
前
田
二
八
の
一

上
北
郡
上
北
町
大
字
大
浦
字
西
淋
代
一
九
の

一十
和
田
市
大
字
洞
内
字
前
田
六
二
の
二

〃

大
字
立
崎
字
堤
尻
五
三

〃

大
字
大
沢
田
字
下
モ
山
一
五
の
四

〃

大
字
八
斗
沢
字
家
ノ
下
六
三
九
の

一〃

大
字
洞
内
字
家
ノ
向
二

〃

大
字
八
斗
沢
字
林
ノ
道
二
の
一

〃

大
字
大
沢
田
字
芋
久
保
六
七
の
二

〃

〃

字
大
沢
田
一
三
一

〃

大
字
立
崎
字
立
崎
二

〃

大
字
大
沢
田
字
蒼
前
三
の
二

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
女
鹿
沢

字
東
種
本
三
三
の
四
、
三
三
の

五
、
三
四
の
二
及
び
三
四
の
一

四
か
ら
三
四
の
一
九
ま
で

二
・
四
五
メ
ー
ト
ル

八
・
九
九
メ
ー
ト
ル

平
成

��･

��･

�

一
三
・
七
九
メ
ー
ト

ル

六
・
四
四
メ
ー
ト
ル

か
ら
八
・
五
五
メ
ー

ト
ル

五
九
・
二
九
メ
ー
ト

ル

六
・
一
五
メ
ー
ト
ル

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

十
和
田
市
東
十
一
番
町
一
〇
の

五
四

四
八
・
一
八
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成

��･

��･

�

位

置

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

十
和
田
市
ひ
が
し
の
二
丁
目
二

四
七
の
二
、
二
四
八
の
一
及
び

二
四
八
の
二

一
三
七
・
三
一
メ
ー

ト
ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成

��･

��･

�


